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平成 29 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 
総括研究報告書 

 
「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムのモニタリングに関する政策研究」 

 
研究代表者 西 大輔（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神保健計画研

究部・室長） 
 

研究要旨：厚生労働科学研究班「精神科医療提供体制の機能強化を推進する政策研究」

（以下、「山之内班」という。）においては、630 調査をより効果的に運用し、ナショナル

データベース(NDB)等のデータと合わせて活用することで、医療計画等により資することが

できるよう、精神保健医療福祉の現況を一元的に把握できる新しい精神保健福祉資料を作

成することを目指した。そこで、本研究班においては、630 調査の調査形式の改善を通して

高い回収率の維持と調査プロセスの迅速化を達成するとともに、調査項目の 適化や訪問

看護ステーション調査の新設等を通して、医療機関や訪問看護ステーションの機能および

各自治体における精神保健医療福祉の現況についてこれまで以上に適切な把握が可能とな

った。さらに、630 調査から得られたデータを NDB から得られたデータと合わせて「平成

29年630調査速報版を用いた都道府県職員向け 精神疾患に係る医療計画等策定の作業マニ

ュアル」を作成し、山之内班から公開した。本研究班においては、山之内班で自治体の地

域医療計画や障害福祉計画等の策定にこれまで以上に貢献できる新しい精神保健福祉資料

を作成するにあたり、既存の 630 調査の改訂を行うことで、重要な役割を果たした。 
 

研究分担者 

山之内芳雄：国立精神・神経医療研究セン

ター精神保健研究所精神保健計画部部長 

立森久照：国立精神・神経医療研究センタ

ー精神保健研究所精神病態研究部室長 

萱間真美：聖路加国際大学大学院看護学研

究科教授 

 

Ａ．研究目的 

毎年 6月 30 日付で全国の精神科病院、精

神科診療所、障害者福祉施設・事業所、お

よび精神保健医療福祉行政の状況について

調査が行われているが、このいわゆる「630

調査」は、わが国の精神保健福祉のモニタ

リングにおいて貴重な基礎資料となってき

た。ただ、データを収集してから活用でき

るようになるまでの期間が長く、「これか

らの精神保健福祉のあり方に関する検討会」

でも調査結果の公表の迅速化の必要性が指

摘されていた。 

本研究班では、平成 29 年度の 630 調査に

ついて、調査事務局として調査の企画・実

施を行うにあたり、調査の迅速化を妨げて

いた要因を検討した結果、ナショナルデー

タベース(NDB)等の他調査で代替可能な項

目の調査項目からの除外や、調査票の形式

の統一や ICT の活用を進めることで、一定

の迅速化は可能と考えられた。一方で、精

神障害者の地域生活を支える福祉需要の同

定や、医療計画、障害福祉計画、介護保険

事業計画などの進捗管理のために、630 調

査でなければ調べることのできない精神医

療独自の指標もあり、これらについてはむ

しろこれまで以上に詳細なデータ収集が必

要とも考えられた。 

これらを踏まえ、630 調査のプロセスを

迅速化させたうえでより効果的なモニタリ

ングを行い、山之内班とも密に連携して、

医療計画等に資するデータを収集するとと

もに、利用者が分析しやすいデータベース

を開発することを本研究の目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

迅速化を妨げていた要因として、調査内

容が膨大であることによる回答期間延長や

回答エラーの多さ、調査票の形式の不統一、

回収や確認の経路が非常に長いこと等が考

えられた。そのため、調査形式を集計表か

ら個票へ、紙媒体から電子媒体へ変更する

とともに、調査内容に関しても NDB 等で把

握可能な指標については調査項目から割愛

し、NDB 等で把握できない指標でかつ医療

計画、障害福祉計画、介護保険事業計画に

資するデータに関して項目を追加するとい



 

う項目の再選定を行った。また訪問看護に

関しては、訪問看護ステーションを対象と

した調査を新設した。さらに、山之内班と

も密に連携し、このように改善された 630

調査の結果から参考指標を作成しつつ、重

点指標については NDB から抽出したデー

タに基づいて作成し、精神保健医療福祉の

現況を一元的に把握できる新しい精神保健

福祉資料の作成を目指した。 

なお、電子媒体の調査票の設計、医療機

関や自治体からの調査票回収に用いたアッ

プロードサイトの作成・運用および結果の

粗集計については日本アイ・ビー・エム株

式会社に委託した。調査票は巻末資料とし

て掲載した。 

（倫理面への配慮） 

｢人を対象とする医学系研究に関する倫

理指針｣を念頭に置き、個人情報保護等につ

いて十分に検討した上で、調査事務局とし

て調査を企画・実施した。氏名は調査項目

に含めなかった。 
 

Ｃ．研究結果 

調査形式を大幅に変更し、約 3 か月間と

いう回答期限を設定したにもかかわらず、

病院に関しては全国平均 97.6％、新設した

訪問看護ステーションについても約 77％と

いう高い回収率を得た。集計結果に関して

は山之内班で作成した「平成２９年度精神

保健福祉資料」に掲載した。また、630 調

査の結果の一部を参考指標として含めた

「平成29年630調査速報版を用いた都道府

県職員向け 精神疾患に係る医療計画等策

定の作業マニュアル」を作成し、平成 29 年

12 月 4 日に山之内班から公開した。 

 

Ｄ．考察 

集計票から個票への変更、調査票の紙媒

体から電子媒体への変更等を通して 630 調

査の調査形式を抜本的に変更し、そのこと

で調査のフローおよび結果公表までの期間

を大幅に短縮することができ、また高い回

収率を保つこともできた。さらに、調査項

目の再選定により、医療機関の機能や各自

治体における精神保健医療福祉の現況につ

いてより適切な把握が可能となった。訪問

看護についても、長期入院患者の地域移行、

急性期患者の早期退院支援等に必要な地域

基盤の状況等についてこれまで以上に詳細

なデータが得られた。これらのことから、

自治体が 630 調査の結果を医療計画等に活

用する動きがあり、本研究の行政的意義は

高いと考えられる。 

今後は、退院者の転帰や精神科外来診療

の機能、精神医療審査会の機能に関しても

630 調査で明らかにして、それを新しい精

神保健福祉資料に統合していく予定である。 

 

Ｅ．結論 
630 調査の調査形式の大幅な改善により、

高い回収率を保ちつつ調査プロセスの迅速

化に成功した。また調査項目の再選定によ

り、医療機関の機能や各自治体における精

神保健医療福祉の現況についてより適切な

把握が可能となり、山之内班による、NDB

等のデータと合わせた精神保健医療福祉の

現況を一元的に把握できる新しい精神保健

福祉資料の作成において、重要な役割を果

たした。 
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630調査

1.はじめに
調査票の入力・提出について

自治体用

1

本調査の趣旨

• この調査（630調査）は、精神保健医療福祉の実態を把握し、精神保健医療福祉施策推進
のための基礎資料を得ることを目的として、毎年6月30日付けで実施しているものです。

• 今年度からは、平成30年度から実施される医療計画、障害福祉計画、介護保険事業（支
援）計画にも活用できるよう、調査の流れを改め、調査内容を見直しました。

• 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム、多様な精神疾患等に対応できる医療連携
体制の構築を進めるにあたって、重要な調査になりますので、ご協力のほど何卒よろしくお
願い申し上げます。

2

【調査内容・入力方法の問い合わせ先】
（630調査事務局）
国立精神・神経医療研究センター（National Center of Neurology and Psychiatry：
NCNP）精神保健研究所精神保健計画研究部
E-mail：630@ncnp.go.jp (原則2営業日以内に回答します)

※回答内容の確認のため、事務局からお問い合わせをさせていただく場合があります。

4

資料1



630調査の平成29年度からの主要な変更点

• 調査票はwebからダウンロードしたエクセルファイルになります

– URL: https://survey.ncnp.go.jp/app/s630/main.jsp
ユーザー名： h29‐630survey
パスワード： aZE4wsn6

– 医療施設等には、都道府県・政令市がダウンロードしてメール等で送付いただくか、医療施
設等にweb情報を提供してください。

• 調査内容が変更されます
– 主な変更: 医療機関では、患者数の集計は不要になります。

都道府県・政令市では、措置入院等に関する調査が加わります。

• 新たに訪問看護ステーション向けの調査が加わります
– 医療施設の訪問看護部門は、病院・診療所用のファイルで調査します。
– すべての訪問看護ステーションが調査対象になります。

• 都道府県がとりまとめて、webにアップロードします。
– 医療施設等からの直接アップロードはできません。
– 政令市管内の調査票は、政令市から都道府県へ送付し、とりまとめてください。

• 締切は8月31日(訪問看護ステーション用調査票は9月29日)厳守です。
– 以降データはアップロードできませんので、集計に反映されません。
– 平成30年3月に、集計結果を精神医療圏ごとに公表いたします。
– 公表URL: http://www.ncnp.go.jp/nimh/keikaku 3

政令市主管課の皆様へ
630調査の平成29年度からの主要な変更点

と注意事項

• 管内の精神科医療機関および訪問看護ステーションに調査票を
配布してください

– 医療施設等には、ダウンロードしてメール等で送付いただくか、医療施設
等にweb情報を提供してください。

• 自治体調査票の「自治体個票２・３」について、都道府県に情報提
供をお願いします

• 調査票を取りまとめていただき、都道府県にメール等で送付してく
ださい。Webページへのアップロードはしないでください。

• 都道府県へ送付後に誤りに気が付いた場合、必ず訂正箇所を前
のファイルに上書きした上で、すべてのデータがそろった状態で再
送付してください（絶対に修正箇所のみを送付しないでください）

4

5



①自治体用調査票の入力とWebページへのアップロード(政令市のとりまとめもお願
いいたします)

②病院・診療所への調査票の配布・回収とWebページへのアップロード(政令市のと
りまとめもお願いいたします)

③訪問看護ステーション（介護保険部門等で全数を把握）への調査票の配布・回収と
Webページへのアップロード・送付(政令市のとりまとめもお願いいたします)

• 次ページ以降で各依頼事項の説明をしております。

都道府県の担当者様には以下の3点についてお願い致します

5

調査票 配布 入力 回収 アップロード 〆切

自治体用 ― ○
（政令市分の
取りまとめ）

○ 8/31

病院・診療所用 ○ ― ○ ○ 8/31

訪問看護ST用

○
（メール・FAX・

郵送いずれか
で）

―

○
（メール・FAX・

郵送いずれか
で）

○

（電子データはアップし、紙媒
体は送付で630調査事務局

(NCNP)へ：P7参照)

9/29

①自治体用調査票の入力とWebページへのアップロード

6

都道府県・政令市主管課
630調査事務局

（国⽴精神・神経医療研究センター
(National Center of Neurology and Psychiatry：NCNP)）

630調査
Webサイト

Excel

ファイルを
ダウンロード

集計・分析の実施

• 赤枠内の内容が自治体にお願いする内容です
• このマニュアルの9ページ目以降に、自治体調査票入力時の

補足説明をしております。

• 項目について、不明な点がありましたら、「用語の説明ファイ
ル」を参照いただくか、右のように調査票の項目をクリック等
すると質問についての詳細な説明が表示されます。

630調査事務局
(NCNP)

※Webサイトにアップ後に誤りに気が付いた場合、

必ず訂正箇所を前のファイルに上書きした上で、す
べてのデータがそろった状態で再アップしてください
（絶対に修正個所のみを送付しないでください）

都道府県
47ユーザー

①調査を依頼
厚⽣労働省

政令市
20ユーザー

ZIP

④政令市は回答済の
調査票を都道府県へ
送付

③⾃治体調査票を⼊⼒

⑤都道府県がまとめてWeb
サイトに回答済み調査票
をアップロード

都道府県・政令市は、
②厚⽣労働省から送付されたＵＲＬ・ユーザーＩＤ
・パスワードを使⽤し、Webサイトへアクセスして、調
査票をダウンロード

6



②病院・診療所への調査票の配布・回収とWebページへのアップロード

7

病院・診療所

⑥都道府県はまとめて、各
病院・診療所からのファイ
ルをWebページへアップロ
ード（随時）

ZIP

630調査
Webサイト

• 赤枠内の内容が病院・診療所
への依頼事項です。

• 病院・診療所から送付された調
査票は随時Webページへアップ
ロードしてください。

• その際、時間がかかることがあ
りますので、余裕をもってアップ
ロード作業をお願い致します。*
目安として、1GBのZIPファイルをアップ
ロードする際に約2,30分ほどかかること
がございます。

• アップロード作業は途中で中断
しないでいただくようお願い致し
ます。

• 回収した各病院・調査票のファ
イルは１つのZIPファイルにまと
めてアップロードしてください。

病院・診療所

②都道府県・政令市は、
各病院・診療所へ調査ｴｸｾﾙファイルを送付するか、
Webサイトをお知らせする

Excel

③各病院・診療所は、病院・診療所
⽤調査票を調査票に⼊⼒(Webペ
ージにアクセスして調査票をダウンロ
ード後)

①調査を依頼
厚⽣労働省

ZIP

⑤政令市は回答済の病院・
診療所からのファイルを都
道府県へ送付

都道府県
47ユーザー

政令市
20ユーザー

病院・診療所

④各病院・診療
所は、回答済
の調査票を政
令市へ送付

④各病院・診療
所は、回答済
の調査票を都
道府県へ送付

630調査事務局
(NCNP)

③訪問看護ステーションへの調査票の配布・回収とWebページへのアップロード

8

訪問看護ステーション

630調査
Webサイト

• 赤枠内の内容が訪問看護STへの依頼
事項です。

• 基本的な手順は病院・診療所と同様で
す。

• メールアドレスが不明もしくは電子メー
ルを使用していない訪看STについては、
お手数をお掛けして大変恐縮ですが、
一度訪看ST用の調査票をダウンロー
ドしていただき、その中の「印刷用の
ページ」を印刷して各訪看STへ送付し
てください。

• 電子ファイルは病院・診療所と同様、
随時ZIPファイルでアップロードしてくだ
さい。

• 紙媒体の調査票は、お手数ですが、で
きるだけまとめて下記送付先まで送付
してください(ヤマト運輸のみ着払い可)。

 送付先
〒187‐8553 東京都小平市小川東町4‐1‐1

国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター
精神保健研究所 精神保健計画研究部
630調査 担当者 行

ZIP

②都道府県・政令市は、
各訪看STへ調査ｴｸｾﾙファイルを送付するか、
Webサイトをお知らせする。

※この際、メールアドレスがわからない訪看STへは
FAX、郵送等で送付

Excel

①調査を依頼
厚⽣労働省

ZIP

⑤政令市は回答済の調査
票を都道府県へ電⼦メー
ルもしくはFAX、郵送等で
送付 都道府県

47ユーザー
政令市

20ユーザー

③各訪看STはWebサイトへアクセスして
調査票をダウンロードし、調査票に⼊⼒
、もしくは送付された紙媒体へ記⼊

④各訪看STは回答済
の調査票を政令市へ
電⼦メールもしくはFAX
、郵送等で送付

訪看ST訪看ST

④各訪看STは回答済
の調査票を都道府県
へ電⼦メールもしくは
FAX、郵送等で送付紙媒体

都道府県は、
⑥-1 各訪看STからの
Excelファイルが集まったら
、まとめてWebサイトへアッ
プロード（随時）
⑥-2 送付されてきた調査
票は630調査事務局
(NCNP)にまとめて送付

630調査事務局
(NCNP)

7



• 項目は「直接入力いただく項目(青)」と「プルダウンから選択する項目(水色)」の2種類ありますので、操
作の際の参考にしてください

※イメージ図は、実際の調査票の内容とは異なります。

• 調査票の文字が小さくて見えにくい場合には、①Excel画面右下の赤枠内のつまみを動かすか、②画面
上方の「表示」タブの「ズーム」で画面の拡大縮小が可能です

※Excelのバージョンにより多少操作が異なる場合があります。

• プルダウンから選択しなくても、同じ選択肢の項目であれば、 「コピー・貼り付け」を行っても入力する
ことが可能です

• 項目について、不明な点がありましたら、「2．調査票に使われている用語の説明」を参照いただくか、
調査票の項目をクリック等すると質問についての詳細な説明が表示されます。

※イメージ図は、実際の調査票の内容とは異なります。

• 自治体個票1の「都道府県番号」に数字を入力しても都道府県名が自動で出ない場合は、Excelファイ
ルの画面左上にある「ファイル」から「オプション」→「数式」→「ブックの計算」を自動にしてください。

Excel調査票の操作について

9

① ②

コピー可

自治体個票1
①都道府県番号を入力 ②都道府県で把握している実数を入力

③「精神科救急圏
域数」と「精神医療
圏の圏域数」は調
査時点で、未定の
場合は空欄でよい

10

この2つの箇所に該

当する病院・診療
所の全数に調査票
(病院・診療所票)を

配布することになり
ます

政令市は回答不要

医療機関数・圏域数

8



自治体個票2

「入院形態～主診断」はリス
トから適切なものを選択

※記載する順番は入院の日
付順でなくてよい

医保入院届/措置入院届に記載
はありません。

保健所等が受理した日付になり
ます。

不明、もしくは記載がない場合に
は、「不明および空欄」を選択

11

※措置の場合は2次診察
(2枚目の措置入院届記載
の診断)を記載する

自治体個票3

12

※措置入院の消退届には
記載されていません

各自治体で受理をした日付
です

「入院形態～主診断」はリス
トから適切なものを選択

※記載する順番は入院の日
付順でなくてよい

消退届、もしくは退院届に
記載されている主たる精
神障害を記載

都道府県が措置入院患者
の退院を決めた日

※医療保護入院の場合は
入力の必要はありません

直接入力

9



630調査

2. 調査票に使われている用語の説明

自治体用

10
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自治体個票1

都道府県ごとの精神科医療機関機能について

都道府県番号 都道府県

都道府県番号を記入してください

数

精神科救急圏域数

2次医療圏の圏域数 圏域数をご記入ください

障害福祉圏域の圏域数 圏域数をご記入ください

精神医療圏の圏域数

精神科・心療内科を標榜する病院数

うち、精神病床を有する病院数

うち、精神科病院数

精神科・心療内科を標榜する診療所数

医療機関数・圏域数

精神科または心療内科を標榜科目として都道府県へ届出している診療所数。

医療法上の精神病床を有する施設すべ

て、刑務所、少年院、重心施設等も含む。

未定の場合は、空欄。

精神病床のみを有する病院。

精神科または心療内科を標榜科目として都道府県へ届出している病院数。

11



医療保護入院・措置入院・緊急措置入院・応急入院届に関して

*対象はＨ29年6月受理分

都道府県番号 都道府県

0

件数 入院形態 年齢 性別 主診断

入院年月日/

要措置診断年月日

(yyyy/mm/dd)

(例:2017/06/30)

前回入院時の入院形態

前回入院時の

退院年月日

(yyyy/mm/dd)

(例:2017/06/30)

前回までの

入院回数

届出受理日

(2017年6月の日付を

記入)

1 覚せい剤による精神及び行動の障害※

自治体個票3

医療保護入院・措置入院の退院届・消退届けに関して

*対象はＨ29年6月受理分

都道府県番号 都道府県
0 0

件数 入院形態 年齢 性別 主診断

入院年月日

(yyyy/mm/dd)

(例:2017/06/30)

医療保護入院退院年

月日/

措置入院消退届の届出

提出年月日

(yyyy/mm/dd)

(例:2017/06/30)

退院届/消退届受理日

(2017年6月の日付を

記入)

措置入院退院日

(2017年6月の日付を

記入)

退院後の処遇

20 アルコール覚せい剤を除く精神作用物質使用による精神及び行動の障害※

※がついている診断名は、

ICD-10コードがつかない疾患。

「1.はじめに 調査票の入力・提出について 自治体用」を参考に記入。

「1.はじめに 調査票の入力・提出について（自治体）」を参考に記入。

※がついている診断名は、

ICD-10コードがつかない疾患。

12



都道府県ごとの精神科医療機関機能について

都道府県番号 都道府県

都道府県番号を記⼊してください

医療機関数・圏域数 数

精神科救急圏域数

2次医療圏の圏域数 圏域数をご記⼊ください

障害福祉圏域の圏域数 圏域数をご記⼊ください

精神医療圏の圏域数

精神科・⼼療内科を標榜する病院数

うち、精神病床を有する病院数

うち、精神科病院数

精神科・⼼療内科を標榜する診療所数

13
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医療保護⼊院・措置⼊院・緊急措置⼊院・応急⼊院届に関して
*対象はＨ29年6⽉受理分

都道府県番号 都道府県
0

件数 ⼊院形態 年齢 性別 主診断

⼊院年⽉⽇/
要措置診断年⽉⽇

(yyyy/mm/dd)
(例:2017/06/30)

前回⼊院時の
⼊院形態

前回⼊院時の
退院年⽉⽇

(yyyy/mm/dd)
(例:2017/06/30)

前回までの
⼊院回数

届出受理⽇

(2017年6⽉の⽇付
を記⼊)

1

14



医療保護⼊院・措置⼊院の退院届・消退届けに関して
*対象はＨ29年6⽉受理分

都道府県番号 都道府県
0

件数 ⼊院形態 年齢 性別 主診断

⼊院年⽉⽇

(yyyy/mm/dd)
(例:2017/06/30)

医療保護⼊院退院年⽉⽇/
措置⼊院消退届の届出提出

年⽉⽇

(yyyy/mm/dd)
(例:2017/06/30)

退院届/消退届
受理⽇

(2017年6⽉の
⽇付を記⼊)

措置⼊院退院⽇

(2017年6⽉の⽇
付を記⼊)

退院後の処遇

1

15



630調査

1.はじめに
調査票の入力・提出について

病院・診療所用

1

本調査の趣旨

• この調査（630調査）は、精神保健医療福祉の実態を把握し、精神保健医療福祉施策推進
のための基礎資料を得ることを目的として、毎年6月30日付けで実施しているものです。

• 今年度からは、平成30年度から実施される医療計画、障害福祉計画、介護保険事業（支
援）計画にも活用できるよう、調査の流れを改め、調査内容を見直しました。

• 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム、多様な精神疾患等に対応できる医療連携
体制の構築を進めるにあたって、重要な調査になりますので、ご協力のほど何卒よろしくお
願い申し上げます。

2

【調査内容・入力方法の問い合わせ先】
（630調査事務局）
国立精神・神経医療研究センター（National Center of Neurology and Psychiatry：

NCNP）精神保健研究所精神保健計画研究部
E-mail：630@ncnp.go.jp (原則2営業日以内に回答します)

※回答内容の確認のため、事務局からお問い合わせをさせていただく場合があります。

16
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• 全部で7つの調査票があります。(必ず病院・診療所1から順番に入力をしてください)

• 6ページで調査全体の流れを図式しております。

• 6ページの赤枠内の調査をこの度お願いすることになりますので、病院・診療所での入力の
際には以下の2点についてお願い致します。

①病院・診療所用調査票の入力

※3ページ目に病院の入力手順・5ページ目に診療所の入力手順を記載してあります

②都道府県もしくは政令市の主管課（調査依頼が送られてきたところ）に回答済みのExcelファ
イルを送付(必ずZIPファイルで送付してください)

＊調査票のExcelファイルを保存する際には「xls形式」でも「xlsx形式」でも問題はありません。

＊都道府県もしくは政令市の主管課に回答済みのExcelファイルを送付する際には、ファイル名は所属機関名に変更してくださ

い。

＊都道府県・政令市の主管課は、個別の調査票を閲覧できます。

• 以下、8ページ目より入力時の補足説明をしております。

• 調査票の7枚目の調査票は「訪問看護部門」についての調査になります。

• 入力の際には、この「調査票の入力・提出」に加えて、「用語の説明」も併せてご覧ください

• 7ページ目にExcel調査票の基本操作を記載しております。

調査票入力の際のお願い（病院・診療所用）

3

病院の調査票入力手順

4

手順1（事務）

•1～4のシート（病院・診療所1～4）は事務部門に担当していただく箇所ですので、すべて事務部門で入力
してください

手順2（病棟）

•事務部門の入力が完了しましたら、次にはじめの病棟に入力済みのファイルを渡してください。その際、その病棟が病棟・診療所5の何番目の
病棟部分の入力を行えばよいのかを各病棟に伝え、病棟管理者(看護師長等)が入力担当箇所がわかるようにお伝えください（例：病棟1=南1
病棟のように任意でよい）。

•各病棟の病棟管理者(看護師長等)は自分の病棟の入院患者に関する情報を入力してください（このマニュアルP12参照）

•この際、一つのファイルを病棟1から順番に回してください（※同時に別ファイルに入力をしていくのは絶対にNG）

手順3（事務）

•事務部門は、調査票が病棟を回っている間に、病棟・診療所6の入力準備をおすすめください

•具体的にはH28年6月から現在までの退院支援委員会の記録などです

•さらに訪問看護部門をお持ちの病院は、病棟・診療所7の入力のための準備もおすすめください

手順4（事務・
訪看）

•病棟から調査票がかえってきましたら、事務部門で病棟・診療所6を入力してください

•訪問看護部門がある病院は、訪問看護部門にファイルを回して、入力依頼してください（訪問看護部門は
このマニュアルのP14を参照）

•病棟・診療所7の訪問看護部門がない病院は「利用人数」のみ入力をしてください

手順5（事務）

• すべての入力が完了したら、都道府県もしくは政令市の主管課（調査依頼が送られてきたと
ころ）にメールで送付してください

•※都道府県に送付後に誤りに気が付いた場合、必ず訂正箇所を前のファイルに上書きした上で、すべて
のデータがそろった状態で再送付してください（絶対に修正個所のみを送付しないでください）
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①各病棟に担当していただく入力箇所は調査票(病院・診療所)の「病
院・診療所5」のみです

②入力に際しては、「1.はじめに 調査票の入力・提出について」のP.12
と「調査票で使われている用語の説明」の病院・診療所5のシートを
参考にしてください

③入力をはじめる前に、事務部門の方に自分の担当する病棟番号が
何番であるかを確認してください

④入力が終りましたら、次の病棟にお回しください( 後の病棟の方は
事務部門に戻す)

病院の事務部門の方は、
このスライドを病棟管理者(看護師長等)にお渡しください

5

病棟管理者(看護師長等)の方へ

診療所の調査票入力手順

6

手順1

• 診療所は調査票1・2・3・4・7のみ入力をしてください

• 調査票7の訪問看護機能がない診療所は「利用人数」と「算定の有
無」のみ入力をしてください

• 有床の診療所であっても、調査票5の入力の必要はありません

手順2

• すべての入力が完了したら、都道府県もしくは政令指定都市（調査依
頼が送られてきたところ）にメールで送付してください
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7

病院・診療所

⑥都道府県はまとめて、各病院・
診療所からのファイルをWebペー
ジへアップロード（随時）

ZIP

630調査
Webサイト

病院・診療所

②都道府県・政令市から
各病院・診療所へ調査ｴｸｾﾙファイルを送付するか、Webサイトをお知らせする

Excel

③各病院・診療所は、病院・診療所⽤調
査票を調査票に⼊⼒(Webページにアク
セスして調査票をダウンロード後)

①調査を依頼
厚⽣労働省

ZIP

⑤政令市は回答済の病院・診療所
からのファイルを都道府県へ送付

都道府県
47ユーザー

政令市
20ユーザー

病院・診療所

④各病院・診療所は
、回答済の調査票
を政令市へ送付

④各病院・診療所は
、回答済の調査票
を都道府県へ送付

集計・分析の実施

新630調査 –調査の全体図

630調査事務局
(NCNP)

• 項目は「直接入力いただく項目(青)」と「プルダウンから選択する項目(水色)」の2種類ありますので、操
作の際の参考にしてください

※イメージ図は、実際の調査票の内容とは異なります。

• 調査票の文字が小さくて見えにくい場合には、①Excel画面右下の赤枠内のつまみを動かすか、②画面
上方の「表示」タブの「ズーム」で画面の拡大縮小が可能です

※Excelのバージョンにより多少操作が異なる場合があります。

• プルダウンから選択しなくても、同じ選択肢の項目であれば、 「コピー・貼り付け」を行っても入力する
ことが可能です

• 項目について、不明な点がありましたら、「2．調査票に使われている用語の説明」を参照いただくか、
調査票の項目をクリック等すると質問についての詳細な説明が表示されます。

※イメージ図は、実際の調査票の内容とは異なります。

• 病院・診療所1の「厚生局届出の医療機関番号」に数字を入力しても都道府県名が自動で出ない場合
は、Excelファイルの画面左上にある「ファイル」から「オプション」→「数式」→「ブックの計算」を自動に
してください。

Excel調査票の操作について

8

① ②

コピー可

19



病院・診療所1（施設の概要）
①医療機関番号を入力（入力すると自動的に都道府県名が表示されます）
※その際、医療機関番号の 初の一桁が0で始まる医療機関は、先頭に「’」(アポストロフィ)をつけて、必ず10ケタになるようにしてください

医療機関番号がない機関については9999999999と入力し、都道府県も入力してください

④精神科病棟数を入力（病院個票1

に表示される病棟数とリンクしてます
ので、正確に入力してください）
※1病棟に2つ以上の入院料区分が

またがっている場合は異なる病棟と
して入力してください
※休床中の病棟も含めてください

⑤応急入院の指定病院の有
無をリストで選択してください

③市区町村名は手入力してください

⑥同一法人・関連法人で関連施設がある場合に
は、各施設の10ケタのコードを入力してください

9

②医療機関番号を入力すると都道府県番
号が自動表示されますので、グレーになっ
ています。（自分で入力しなくてよい）

病院・診療所2（施設の概要）
①各項目の有無をリストから選択してください

10
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病院・診療所3（病院機能等）
①各病院機能について、該当す
れば「有」、該当しなければ「無」

②該当「有」ならば人数を入力、
「無」の場合はグレーになります

11

病院・診療所4（施設の概要）

①「病院・診療所1」で入力した病棟数の
数だけ表示されているかを確認

②各病棟の届出入院料と開放区分をリスト
から選択してください

④濃い青の項目は直接数字を入力

グレーで塗られてい
るセルは入力しない

⑤これより右の
セルも同様の
ルールで入力

⑥これより右の
セルは、今一
度定義マニュ
アルの参照

③ここで入力した患者数の分だけ、「病
院5」のシートに「病棟番号」、「通し番号」、

「病棟入院料」が自動的に表示されます
ので、正確に入力をお願い致します。

12
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病院・診療所5（6月30日0時時点の在院患者）
③患者本人の診療録上の住所
と病院住所が同様であれば「同
一」、違う場合は「異なる」を選択

6月30日時点で在院している主診断が精神疾患の
すべての入院患者を1人1人入力をしてください

もしくは、電子カルテから直接出力をしてください

②以下「年齢」～「拘束の
有無」はリストから適切な
選択肢を選択（入院年月は
直接入力）

④「所在地と住所地」で同一を選んだ場合は自動的に都道府県名と市区町村名が表示されます。
異なる場合のみ、手動で入力をお願い致します。
※正式な名称でないとエラー表示が出ますのでご注意ください。具体例は「2.調査票で使われて
いる用語の説明」を参照

①「病院・診療所3」のシートで入力した「入院患者数」の分だけ自動的に
病棟番号、患者シリアル番号（通し番号） 、病棟入院料が表示されている

ことを確認し、ご自身の担当の病棟に入院している患者情報を入力してく
ださい

ただし、病棟8以降は自動表示されませんので、大変お手数をお掛けしま

すが、手入力にて病棟番号、患者シリアル番号、病棟入院料も入力してく
ださい。また、患者IDについては病棟ごとに1から順番に振っている数字
ですので、病棟が切り替わったら1番から番号を振りなおしてください

13

病院・診療所6（平成28年6月に医療保護入院した患者）

①患者シリアル番号(通し番号)を入力

※「病院・診療所5」で入力した患者が
「病院・診療所6」にも含まれる場合、シ
リアル番号は一致していなくてよい

※延べ人数でよいため、複数回入院患
者でも通し番号を入力でよい

④退院年月を直接入力

ここでは昨年6月に入院したす

べての医療保護入院患者につ
いて入力してください

②以下「年代」～「退院有
無」はリストから適切な選
択肢を選択

⑤ 「退院の有無」で「無」を選んだ場合は、
現在の状態について適切なものを選択

14

③退院の有無を選択

※ここで「有」を選択すると
「2つ右のセルはグレーに
なります」

退院年⽉
(YYYY/MM)
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病院・診療所7（病院・診療所訪問看護部門調査）

①医療機関番号が表示されているか確認（表示さ
れてなければ「病院1のシートに入力」）

②すべての利用者の人数と、保険種別
による内訳人数を入力
(医療保険と介護保険利用者数の合計が総利
用者数と一致します)

③算定の有無を選択し、算定していれば右に
実施人数を入力

訪問看護部門について伺います
訪問看護部門をお持ちでない医療機関は、
「すべての訪問看護利用者数」に「0人」を入
力し、以下は空欄でかまいません

④主傷病名が精神疾患の利用者について、
訪問頻度別に人数を入力

「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用
者」とは、訪問看護指示書の「主たる傷病名」
に精神疾患の診断、あるいは何らかの精神
症状が記載されている者とします

⑤各項目について算定・指定の有無を選択

「精神科訪問看護・指導料」を算定してい
ない場合、以下は空欄でかまいません

⑥職員数を入力

非常勤職員は、常勤勤務時間に換算した合計を
記入してください。例）週2.5日の非常勤職員が2
人いる場合は、0.5人+0.5人で「1人」と記入。
該当する職員がいない場合には、「0」を入力して
ください 15

訪問看護ステーションでしたら回答不要
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630調査

2. 調査票に使われている用語の説明

病院・診療所用

24
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病院・診療所1

施設の概要について

当該病院情報

厚生局届出の医療機関番号 都道府県 市区町村

-

医療機関コードを入力してください 市区町村を入力してください

項目 回答

応急入院の指定病院の有無

同一法人・関連法人等での設置施設

医療機関（訪問看護ステーションを含む）・介護保険事業所：10ケタコード 障害福祉事業所：10ケタコード

精神病床の病棟数

番号が無い場合は、9999999999と記入。

同一法人・関連法人等が設置する、医

療機関・介護保険事業所・障害福祉事

業所で番号を持つ施設のみ記入し、番

号のない施設の記入は必要ない。

例えば、独自に借り上げたアパートなど。

関連法人とは、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を
通じて、他の法人の財務、事業運営等の方針決定に対し
て多大又は重要な影響を与えることができるなどの法人。

（会計検査院による）

医療機関番号、障害福祉・介護保険事業所番号の構成について

医療機関番号の構成 介護保険事業所番号の構成 障害福祉事業所番号の構成

医療機関番号

都道府県

番号

群市区

番号

医療機関

番号

チェックデジット

(検証番号)

点数表区分番号

1：医科

3：歯科

4：薬局

5：老人保健施設

6：訪問看護ステーション

事業所区分番号

0：地域包括支援センター

（６～９桁目は０００１～４９９９）

0：介護予防・日常生活支援総合事業（経過措置）事業所

（６～９桁目は５０００～９９９９）

7：指定事業所

8：基準該当事業所

9：地域密着型サービス事業所

A：介護予防・日常生活支援総合事業事業所

事業所区分番号のみ英数とし、これ以外は数字とする。なお、英字

は大文字アルファベットのみであり、「I」、「O」、「Q」を除く。

都道府県

番号

群市区

番号

事業所

番号

チェックデジット

(検証番号)

都道府県

番号

群市区

番号

事業所

番号

チェックデジット

(検証番号)

事業所区分番号

1：自立支援法【指定事業所】（GH・CH・相談支援事業所を除く）

2：自立支援法【指定事業所】（GH・CH）

3：自立支援法【指定事業所】（相談支援事業所）

4：自立支援法【基準該当事業所】

5：児童福祉法【指定事業所】（障害児相談支援事業所を除く）

6：地域生活支援事業

7：児童福祉法【指定事業所】（障害児相談支援事業所）

8：児童福祉法【基準該当事業所】

障害福祉・介護保険事業所番

号を持っている場合でも、医療

機関（訪問看護ステーションを

含む）番号を優先して記入。

精神科病棟数を記入。「病院・診療所4」シートに表示される病棟数とリンクしているため正確な記入を。

例えば、1病棟に2つ以上の入院料区分がまたがっている場合は異なる病棟として記入。また、休床中の病棟も含める。
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病院・診療所2

施設の概要について

当該病院情報

厚生局届出の医療機関番号 都道府県 市区町村

0 - 0

項目 届出の有無

認知行動療法の届出

重度アルコール依存症入院医療管理加算の届出

依存症集団療法の届出

摂食障害入院医療管理加算の届出

精神科救急・合併症入院料の届出

病院・診療所3

病院機能等

当該病院情報

厚生局届出の医療機関番号 都道府県 市区町村

0 - 0

病院機能等 有無 職員数

診療報酬で算定される精神科専門療法「認知療法・認知行動療法」の施設基準に定められている研修を受けた医師

診療報酬で算定される精神科専門療法「認知療法・認知行動療法」の施設基準に定められている研修を受けた看護師

平成28年度診療報酬改定で新設された「依存症集団療法」の施設基準に定められている研修を受けた医師

救急患者精神科継続支援料の施設基準に定められた研修を受けた職員（医師、常勤看護師、常勤作業療法士、常勤精神保健福祉士、常勤臨床心理技術者、常勤社会福祉士）

医療機関が診療報酬を届出していなくても、研修を受けた職員を記入。
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病院・診療所4

施設の概要について

当該病院情報

厚生局届出の医療機関番号 都道府県 市区町村

0 - 0

保護室

および

施錠可能個

室数
常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

合計 0 0 0 0

届出入院料
公衆電話

の数
開放区分

心理技術者精神科医師数
精神科でない

医師数
うち、指定医数 うち、特定医師数 看護職員 PT OT薬剤師 PSW

入院患者数
うち、トイレがつい

ている個室数

うち、カメラがついて

いる個室数

許可

精神病床数

保険届出の

精神病床数

措置入院の

指定病床数

右側にある職員数も

記入してください

職員数も

記入してください

医療法で都道府県から

許可を得た精神病床数。

都道府県から指定を

うけた病床数。国公

立の病院は"0"と記入。

複数の病棟で共有して使用して

いる公衆電話がある場合は、それ

ぞれにカウントすること。ナースス

テーション等の固定電話は含めな

い。「合計」欄の記入は必要ない。

開放区分は下記を参照。

「夜間外開放」→少なくとも日中の８時間程度以上は、病棟の出入り口に施錠していない病棟。

「終日閉鎖」→原則として終日、病棟の出入り口を施錠している病棟。

「上記以外」→病棟の出入り口を施錠しないのが一日４時間など、「夜間外開放」「終日閉鎖」に該当しない病棟や休床中の病棟。

6月30日午前0

時(夜中)時点の

入院患者数。

精神科患者の診療を主とする職員が対象。
「常勤」は、精神科の業務に、日に概ね８時間以上、週４日以上の従事を目安とする。
「非常勤」は、「常勤」以外で精神科の業務に週１回程度以上従事している者。非常勤は常勤換算数を記入。

※非常勤職員数は、常勤に換算した人数の合計を記入。例）週2.5日勤務の非常勤職員が2人いる場合には、0.5人+0.5人で「1人」と記入。

看護師および准看護師。

内側から患者本人の意思によって

出ることができない部屋の中に一人

だけで入室させることができる個室。

厚生局に届け出

た精神病床数。

精神保健福祉士

に限定。

臨床心理士等

を含む。

精神科診療に携わる者に限る（歯科医師は除く）。

例えば、精神病床を有する総合病院の心療内科に勤務する

内科医は該当しない。精神病床を有する病院に勤務し、主

に精神病床に入院する患者の診療を行う内科医は該当する。

病院・診療所5

平成29年6月30日0時時点の在院患者

当該病院情報

厚生局届出の医療機関番号 都道府県 市区町村

0 - 0

都道府県 市区町村

覚せい剤による精神及び行動の障害※ 異なる 青森 鰺ヶ沢町 「県」という文字を記入ください

異なる 青森県 鰺ヶ沢町

異なる 青森県 鯵が沢町 該当の住所がありません

入院形態
所在地と

住所地

住所地
隔離指示有無 拘束指示有無

入院年月

(YYYY/MM)
病棟 患者シリアル番号 病棟入院料 年齢 性別 主診断

今回この病院に入院した年月。

なお、医療保護入院から任意

入院になった場合は、はじめに

入院した年月を記入。

6月30日午前0時(夜中)時点。

※がついている診断名は，

ICD-10コードがつかない疾患。

所在地は病院、住所地は

患者の診療録の住所。

住所地には正式名称を記入。正式名称が記入されない場合は「該当の

住所がありません」とエラーが表示される。
例えば、正式名称が「鰺ヶ沢町」の場合、「鰺ケ沢町」・「鯵ヶ沢町」・「鰺

が沢町」のいずれでもエラーが表示される。

また、「県」という文字が記入されない場合もエラーが表示される。

正式名称は、総務省に掲載されている下記リンク先の「都道府県コード

及び市区町村コード」（平成28年10月10日現在）を参照。

http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html
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病院・診療所6

平成28年6月に医療保護入院した患者

厚生局届出の医療機関番号 都道府県 市区町村

0 - 0

患者シリアル番号 年代 性別 主診断 同意者
当初の入院計画で

の予測入院月数

退院支援委員

会の実施回数

患者本人の退

院支援委員会

への参加機会

家族参加
地域援助事業者

参加
退院有無

退院年月

(YYYY/MM)

入院継続中

の場合は入

院形態

1
平成28年6月1日から平

成29年6月30日までの

期間。

平成28年6月1日から

平成29年6月30日まで

の期間。

※がついている診断名は，

ICD-10コードがつかない疾患。

病院・診療所訪問看護部門

厚生局届出の医療機関番号 都道府県 市区町村

0 - 0

総利用者数（6月中の実人数） 10人

うち、医療保険での利用者数

うち、介護保険での利用者数

精神科訪問看護・指導料の算定 算定の有無
算定ありの場合の

6月中の実人数

精神科訪問看護・指導料の算定 算定している

「精神科訪問看護・指導料」の算定がない場合、以下は空欄でかまいません

　保険種別を問わず、認知症を除く主傷病名が精神疾患の利用者について、訪問頻度別の人数を記入してください

月1回未満 月1～3回 週1回 週2回 週3～5回 週6回以上

頻度ごとの人数(6月中の実人数)

※「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者」とは、訪問看護指示書の「主たる傷病名」に精神疾患の診断、あるいは何らかの精神症状が記載されている者とする。

加算算定の有無および指定 算定・指定の有無

長時間精神科訪問看護・指導加算

深夜訪問看護加算

精神科緊急訪問看護加算

夜間・早朝訪問看護加算

複数名訪問看護加算

精神科退院前訪問指導料

精神科重症患者早期集中支援管理料

指定自立支援医療機関の指定

看護師 精神保健福祉士 作業療法士 その他

常勤

非常勤(常勤換算）

※非常勤職員数は、常勤に換算した数の合計を記入してください。　例）週2.5日の非常勤職員が2人いる場合は「1人」と記入。

主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者の訪問看護の頻度

訪問看護に関わっている職員数（非常勤は常勤換算数を記入）

病院・診療所訪問看護部門調査

すべての訪問看護利用者数

(精神疾患、身体疾患、介護保険すべてを含む)

保険種別を問わず、主傷病名が精神疾患の利用者について、訪問頻度別の人数を記入。

「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者」とは、訪問看護指示書の「主たる傷病

名」に精神疾患の診断、あるいは何らかの精神症状が記載されている者とする。ただし、認

知症は除く。なお、主傷病ではなく副傷病が認知症の場合は含む。

「精神科重症患者早期集中支援管理料」は、長期入院患者又は入退院

を繰り返し病状が不安定な患者に対し、多職種が計画的な医学管理の下

に定期的な訪問診療及び精神科訪問看護を実施するとともに、急変時等

に常時対応できる体制を整備するもので、初回の算定日から起算して６月

以内に限り、月１回を限度として算定するものである。

6月中に限る。

非常勤職員数は、常勤に換算した人数の合計を記入して下さい。

例）週2.5日勤務の非常勤職員が2人いる場合には、0.5人+0.5人で

「1人」と記入。
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施設の概要について

当該病院情報
厚⽣局届出の医療機関番号 都道府県 市区町村

-
医療機関コードを⼊⼒してください 市区町村を⼊⼒してください

項⽬ 回答

応急⼊院の指定病院の有無

同⼀法⼈・関連法⼈等での設置施設 回答 回答
医療機関（訪問看護ステーションを含む）・介護保険事業所：10ケタコード 障害福祉事業所：10ケタコード

精神病床の病棟数
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施設の概要について

当該病院情報
厚⽣局届出の医療機関番号 都道府県 市区町村

0 - 0

項⽬ 届出の有無
認知⾏動療法の届出
重度アルコール依存症⼊院医療管理加算の届出
依存症集団療法の届出
摂⾷障害⼊院医療管理加算の届出
精神科救急・合併症⼊院料の届出
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病院機能等

当該病院情報
厚⽣局届出の医療機関番号 都道府県 市区町村

0 - 0

病院機能等 有無 職員数

診療報酬で算定される精神科専⾨療法「認知療法・認知⾏動療法」の施設基準に定められている研修を受けた医師

診療報酬で算定される精神科専⾨療法「認知療法・認知⾏動療法」の施設基準に定められている研修を受けた看護師

平成28年度診療報酬改定で新設された「依存症集団療法」の施設基準に定められている研修を受けた医師

救急患者精神科継続⽀援料の施設基準に定められた研修を受けた職員（医師、常勤看護師、常勤作業療法⼠、常勤精神保健福祉⼠、常勤臨床⼼理技術者、常勤社会福祉⼠）
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施設の概要について

当該病院情報

厚⽣局届出の医療機関番号 都道府県 市区町村

0 - 0

保護室
および

施錠可能個
室数 常勤 ⾮常勤 常勤 ⾮常勤 常勤 ⾮常勤 常勤 ⾮常勤 常勤 ⾮常勤 常勤 ⾮常勤 常勤 ⾮常勤 常勤 ⾮常勤 常勤 ⾮常勤 常勤 ⾮常勤

合計 0 0 0 0

届出⼊院料 公衆電話
の数 開放区分

⼼理技術者精神科医師数 精神科でない
医師数うち、指定医数 うち、特定医師数 看護職員 PT OT薬剤師 PSW

⼊院患者数 うち、トイレがつい
ている個室数

うち、カメラがついて
いる個室数

許可
精神病床数

保険届出の
精神病床数

措置⼊院の
指定病床数

右側にある職員数も
記⼊してください

職員数も
記⼊してください
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平成29年6⽉30⽇0時時点の在院患者

当該病院情報
厚⽣局届出の医療機関番号 都道府県 市区町村

0 - 0

都道府県 市区町村
⼊院形態 所在地と

住所地
住所地

隔離指⽰有無 拘束指⽰有無⼊院年⽉
(YYYY/MM)病棟 患者シリアル番号 病棟⼊院料 年齢 性別 主診断
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平成28年6⽉に医療保護⼊院した患者

厚⽣局届出の医療機関番号 都道府県 市区町村
0 - 0

患者シリアル番号 年代 性別 主診断 同意者 当初の⼊院計画で
の予測⼊院⽉数

退院⽀援委員
会の実施回数

患者本⼈の退
院⽀援委員会
への参加機会

家族参加 地域援助事業者
参加 退院有無 退院年⽉

(YYYY/MM)

⼊院継続中
の場合は⼊
院形態

1
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厚⽣局届出の医療機関番号 都道府県 市区町村
0 - 0

総利⽤者数（6⽉中の実⼈数）

うち、医療保険での利⽤者数

うち、介護保険での利⽤者数

精神科訪問看護・指導料の算定 算定の有無 算定ありの場合の
6⽉中の実⼈数

精神科訪問看護・指導料の算定

「精神科訪問看護・指導料」の算定がない場合、以下は空欄でかまいません

　保険種別を問わず、認知症を除く主傷病名が精神疾患の利⽤者について、訪問頻度別の⼈数を記⼊してください

⽉1回未満 ⽉1〜3回 週1回 週2回 週3〜5回 週6回以上

頻度ごとの⼈数(6⽉中の実⼈数)

※「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利⽤者」とは、訪問看護指⽰書の「主たる傷病名」に精神疾患の診断、あるいは何らかの精神症状が記載されている者とする。

加算算定の有無および指定 算定・指定の有無

⻑時間精神科訪問看護・指導加算

深夜訪問看護加算

精神科緊急訪問看護加算

夜間・早朝訪問看護加算

主傷病名が認知症を除く精神疾患の利⽤者の訪問看護の頻度

病院・診療所訪問看護部⾨調査

すべての訪問看護利⽤者数
(精神疾患、⾝体疾患、介護保険すべてを含む)
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複数名訪問看護加算

精神科退院前訪問指導料

精神科重症患者早期集中⽀援管理料

指定⾃⽴⽀援医療機関の指定

看護師 精神保健福祉⼠ 作業療法⼠ その他
常勤

⾮常勤(常勤換算）
※⾮常勤職員数は、常勤に換算した数の合計を記⼊してください。　例）週2.5⽇の⾮常勤職員が2⼈いる場合は「1⼈」と記⼊。

訪問看護に関わっている職員数（⾮常勤は常勤換算数を記⼊）
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630調査

1.はじめに
調査票の入力・提出について

訪問看護ステーション用

1

本調査の趣旨

• この調査（630調査）は、精神保健医療福祉の実態を把握し、精神保健医療福祉施策推進
のための基礎資料を得ることを目的として、毎年6月30日付けで実施しているものです。

• 今年度からは、平成30年度から実施される医療計画、障害福祉計画、介護保険事業（支
援）計画にも活用できるよう、調査の流れを改め、調査内容を見直しました。

• 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム、多様な精神疾患等に対応できる医療連携
体制の構築を進めるにあたって、重要な調査になりますので、ご協力のほど何卒よろしくお
願い申し上げます。

2

【調査内容・入力方法の問い合わせ先】
（630調査事務局）
国立精神・神経医療研究センター（National Center of Neurology and Psychiatry：
NCNP）精神保健研究所精神保健計画研究部
E-mail：630@ncnp.go.jp (原則2営業日以内に回答します)

※回答内容の確認のため、事務局からお問い合わせをさせていただく場合があります。
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• 全部で1つのシートがあります。

• 入力の際には、この「調査票の入力・提出」に加えて、「用語の説明」も併せてご覧
ください

• 次のスライドで調査全体の流れを図式しております。

• 次スライドの赤枠内の調査をこの度お願いすることになりますので、訪問看護ス
テーションで記入をいただく際には以下の2点についてお願い致します。

①訪問看護ステーション用調査票に入力もしくは記入

②都道府県もしくは政令市（調査依頼が送られてきたところ）に回答済みの調査票を
Excelファイル（もしくはFAX等）で送付

＊調査票のExcelファイルを保存する際には「xls形式」でも「xlsx形式」でも問題はありません。

＊都道府県・政令市の主管課に回答済みのExcelファイルを送付する際には、ファイル名は所属機関名に変更してください。

＊政令市は取りまとめの上、都道府県に送付ください。都道府県・政令市は個別の調査票を閲覧できます。

※調査票の記入・提出は、Excelで入力するか、Fax等で送付するか、どちらかをお選
び下さい。

• Excelで入力される方は、「アップロード用」のシートに記入し、ファイルを保存後メールで
「都道府県、政令市にお送りください。」

• Fax等で送付される方は「印刷用」のシートを印刷し、ご記入いただいた後にFax等で 「都道
府県、政令市にお送りください」

調査票入力の際のお願い（訪問看護ステーション用）

3

4

訪問看護ステーション

630調査
Webサイト

ZIP

②都道府県・政令市は、
各訪看STへ調査ｴｸｾﾙファイルを送付するか、Webサイトをお知らせする

※この際、メールアドレスがわからない訪看STへはFAX、郵送等で送付

Excel

①調査を依頼
厚⽣労働省

ZIP

⑤政令市は回答済の調査票を都道府県へ電⼦メール
もしくはFAX、郵送等で送付

都道府県
47ユーザー

政令市
20ユーザー

③各訪看STはWebサイトへアクセスして調査票をダウンロー
ドし、調査票に⼊⼒、もしくは送付された紙媒体へ記⼊

④各訪看STは回答済の調査
票を政令市へ電⼦メールもしく
はFAX、郵送等で送付

訪看ST訪看ST

④各訪看STは回答済の
調査票を都道府県へ電
⼦メールもしくはFAX、郵
送等で送付紙媒体

都道府県は、
⑥-1 各訪看STからのExcelファイルが集
まったら、まとめてWebサイトへアップロー
ド（随時）
⑥-2 送付されてきた調査票は630事務
局(NCNP)にまとめて送付

※都道府県・政令市に送付後
に誤りに気が付いた場合、必ず
訂正箇所を前のファイルに上書
きした上で、すべてのデータが
そろった状態で再送付してくだ
さい（絶対に修正個所のみを送
付しないでください）

新630調査 –調査の全体図

630調査事務局
(NCNP)
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• 項目は「直接入力いただく項目(青)」と「プルダウンから選択する項目(水色)」の2種類ありま
すので、操作の際の参考にしてください

※イメージ図は、実際の調査票の内容とは異なります。

• 調査票の文字が小さくて見えにくい場合には、①Excel画面右下の赤枠内のつまみを動か
すか、②画面上方の「表示」タブの「ズーム」で画面の拡大縮小が可能です

※Excelのバージョンにより多少操作が異なる場合があります。

• 項目について、不明な点がありましたら、定義マニュアルを参照いただくか、調査票の項目
をクリック等すると質問についての詳細な説明が表示されます。

※イメージ図は、実際の調査票の内容とは異なります。

Excel調査票の操作について

5

①
②

訪問看護ステーション1

①訪問看護ステーションコード～FAX番号までを記入

③精神科訪問看護基本療養費の算定の有無を選択

⑤訪問看護基本療養費（医療保険）のうち、主
傷病名が精神疾患の利用者の有無を選択

「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者」とは、訪
問看護指示書の「主たる傷病名」に精神疾患の診断、あ
るいは何らかの精神症状が記載されている者とする

④算定ありの場合は6月中の算定人数を入力

⑥算定ありの場合は人数を入力

②すべての利用者の人数と、保険種別による内訳人数を入力
(医療保険と介護保険利用者数の合計が総利用者数と一致します)

6
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訪問看護ステーション2

⑨職員数を入力

非常勤職員は、常勤勤務時間に換算した合計を
記入してください。例）週2.5日の非常勤職員が2人
いる場合は、0.5人+0.5人で「1人」と記入。

該当する職員がいない場合には、「０」を入力して
ください

⑧各項目の算定・指定の有無を選択

⑩貴ステーションの開設主体を一つ選んで選択

⑦主傷病名が精神疾患の利用者について、訪問
頻度別の人数を入力
「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者」とは、訪問
看護指示書の「主たる傷病名」に精神疾患の診断、あるい
は何らかの精神症状が記載されている者とします

「精神科訪問看護基本療養費」を
算定しておらず、「訪問看護基本
療養費による、主傷病が精神疾患
の利用者」がいない場合、以下は
空欄でかまいません

7
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630調査

2. 調査票に使われている用語の説明

訪問看護ステーション用

41

資料8



訪問看護ステーション

訪問看護ステーションコード 事務所名 電話番号 FAX番号

　うち、医療保険(基本療養費または精神科基本療養費)での利用者数

精神科訪問看護基本療養費(医療保険)の算定 算定の有無
算定ありの場合の6

月中の実人数

精神科訪問看護基本療養費(医療保険)の算定

訪問看護基本療養費(医療保険)のうち、主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者の有無 利用者の有無
主傷病が認知症を除く

精神疾患の実人数

訪問看護基本療養費(医療保険)のうち、主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者の有無

※「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者」とは、訪問看護指示書の「主たる傷病名」に精神疾患の診断、あるいは何らかの精神症状が記載されている者とする。

※「精神科訪問看護基本療養費」を算定しておらず、「訪問看護基本療養費による、主傷病が精神疾患の利用者」がいない場合、以下は空欄でかまいません。

保険種別を問わず、主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者について、訪問頻度別の人数を記入してください。(6月中の実人数）

主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者の訪問看護の頻度 月1回未満 月1～3回 週1回 週2回 週3～5回 週6回以上

頻度ごとの人数(6月中の実人数)

※「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者」とは、訪問看護指示書の「主たる傷病名」に精神疾患の診断、あるいは何らかの精神症状が記載されている者とする。

加算算定の有無および指定 算定・指定の有無

長時間精神科訪問看護・指導加算

深夜訪問看護加算

精神科緊急訪問看護加算

夜間・早朝訪問看護加算

複数名訪問看護加算

24時間体制加算

精神科複数回訪問加算（精神科重症患者早期集中支援管理料　対象）

指定自立支援医療機関の指定

訪問看護に関わっている職員数（非常勤は常勤換算数を記入）

看護師 精神保健福祉士 作業療法士 その他

常勤

非常勤(常勤換算）

※非常勤職員数は、常勤に換算した数の合計を記入してください。　例）週2.5日の非常勤職員が2人いる場合は「1人」と記入。

開設主体 種類

訪問看護ステーション調査

すべての訪問看護利用者数

(精神疾患、身体疾患、介護保険すべてを含む)

総利用者数（6月中の実人数）

　うち、介護保険での利用者数

開設主体の種類(いずれか1つを選択)

所在地障害福祉・介護保険事業所番号を持っている場合でも、

医療機関番号（訪問看護ステーションは3ケタ目が6）

を優先して記入。

6月中に限る。

医療保険のうち、「精神科訪問看護

基本療養費(医療保険）」を算定し

ている人について記入。

「訪問看護基本療養費(医療保険）」による利用者のうち、主傷病名が精神疾患の利用者

について記入。

「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者」とは、訪問看護指示書の「主たる傷病名」に

精神疾患の診断、あるいは何らかの精神症状が記載されている者とします。ただし、認知症は

除いてください。なお、主傷病ではなく副傷病が認知症の場合は含みます。

保険種別を問わず、主傷病名が精神疾患の人について、訪問頻度別の人数を記入。

「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者」とは、訪問看護指示書の「主たる傷病名」に

精神疾患の診断、あるいは何らかの精神症状が記載されている者とします。 ただし認知症は

除いてください。なお、主傷病ではなく副傷病が認知症の場合は含みます。

精神科複数回訪問加算：保険医療機関で精神科重症患者早期集中支援管理料を算定

されている利用者に対して、連携する訪問看護ステーションとなっている場合、主治医の指示

に基づいて1 日に複数回の訪問看護を行う際の加算。

非常勤職員数は、常勤に換算した人数の合計を記入して下さい。

例）週2.5日勤務の非常勤職員が2人いる場合には、0.5人+0.5人で「1

人」と記入。
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訪問看護ステーションコード 事務所名 電話番号 FAX番号

　　　うち、医療保険(基本療養費または精神科基本療養費)での利⽤者数

精神科訪問看護基本療養費(医療保険)の算定 算定の有無 算定ありの場合の6
⽉中の実⼈数

精神科訪問看護基本療養費(医療保険)の算定

訪問看護基本療養費(医療保険)のうち、主傷病名が認知症を除く精神疾患の利⽤者の有無 利⽤者の有無 主傷病が認知症を除く
精神疾患の実⼈数

訪問看護基本療養費(医療保険)のうち、主傷病名が認知症を除く精神疾患の利⽤者の有無

※「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利⽤者」とは、訪問看護指⽰書の「主たる傷病名」に精神疾患の診断、あるいは何らかの精神症状が記載されている者とする。

※「精神科訪問看護基本療養費」を算定しておらず、「訪問看護基本療養費による、主傷病が精神疾患の利⽤者」がいない場合、以下は空欄でかまいません。

保険種別を問わず、主傷病名が認知症を除く精神疾患の利⽤者について、訪問頻度別の⼈数を記⼊してください。(6⽉中の実⼈数）

主傷病名が認知症を除く精神疾患の利⽤者の訪問看護の頻度 ⽉1回未満 ⽉1〜3回 週1回 週2回 週3〜5回 週6回以上

頻度ごとの⼈数(6⽉中の実⼈数)

※「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利⽤者」とは、訪問看護指⽰書の「主たる傷病名」に精神疾患の診断、あるいは何らかの精神症状が記載されている者とする。

加算算定の有無および指定 算定・指定の有無

⻑時間精神科訪問看護・指導加算

深夜訪問看護加算

精神科緊急訪問看護加算

夜間・早朝訪問看護加算

複数名訪問看護加算

24時間体制加算

精神科複数回訪問加算（精神科重症患者早期集中⽀援管理料　対象）

指定⾃⽴⽀援医療機関の指定

訪問看護に関わっている職員数（⾮常勤は常勤換算数を記⼊）

看護師 精神保健福祉⼠ 作業療法⼠ その他

常勤

⾮常勤(常勤換算）

※⾮常勤職員数は、常勤に換算した数の合計を記⼊してください。　例）週2.5⽇の⾮常勤職員が2⼈いる場合は「1⼈」と記⼊。

開設主体 種類

訪問看護ステーション調査

すべての訪問看護利⽤者数
(精神疾患、⾝体疾患、介護保険すべてを含む)

総利⽤者数（6⽉中の実⼈数）

　　　うち、介護保険での利⽤者数

開設主体の種類(いずれか1つを選択)

所在地
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訪問看護ステーションコード 事務所名 電話番号 FAX番号

すべての訪問看護利⽤者の⼈数と、保険種別による内訳⼈数を記⼊してください。

⼈

　　　うち、医療保険(基本療養費または精神科基本療養費)での利⽤者数 ⼈

⼈

「精神科訪問看護基本療養費（医療保険）」の算定の有無について、あてはまるものに○をつけ、算定している場合には、6⽉中の実施⼈数を記⼊してください。

算定ありの場合の
6⽉中の実⼈数

算定している 算定していない ⼈

「訪問看護基本療養費（医療保険）」のうち、主傷病名が認知症を除く精神疾患の利⽤者の有無について、あてはまるものに○をつけ、いる場合には実⼈数を記⼊してください。

主傷病が認知症を除く
精神疾患の実⼈数

いる いない ⼈

※「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利⽤者」とは、訪問看護指⽰書の「主たる傷病名」に精神疾患の診断、あるいは何らかの精神症状が記載されている者とする。

「精神科訪問看護基本療養費」を算定しておらず、「訪問看護基本療養費による、主傷病が精神疾患の利⽤者」がいない場合、以下は空欄でかまいません。

保険種別を問わず、主傷病名が精神疾患の利⽤者について、訪問頻度別の⼈数を記⼊してください。(6⽉中の実⼈数）

⽉1回未満 ⽉1〜3回 週1回 週2回 週3〜5回

⼈ ⼈ ⼈ ⼈ ⼈

※「主傷病名が認知症を除く精神疾患の利⽤者」とは、訪問看護指⽰書の「主たる傷病名」に精神疾患の診断、あるいは何らかの精神症状が記載されている者とする。

各項⽬について、あてはまるものに○をつけてください。

算定あり 算定なし

算定あり 算定なし

算定あり 算定なし

算定あり 算定なし

算定あり 算定なし

算定あり 算定なし

精神科複数回訪問加算（精神科重症患者早期集中⽀援管理料　対象） 算定あり 算定なし

受けている 受けていない

訪問看護に関わっている職員数を記⼊してください。該当する職員がいない場合は「0⼈」を記⼊してください。

看護師 精神保健福祉⼠ 作業療法⼠ その他

常勤 ⼈ ⼈ ⼈ ⼈

⾮常勤（常勤換算） ⼈ ⼈ ⼈ ⼈

※⾮常勤職員数は、常勤に換算した数の合計を記⼊してください。　例）週2.5⽇の⾮常勤職員が2⼈いる場合は「1⼈」と記⼊。

開設主体を１つ選んで○をつけてください。

1.医療法⼈
2.営利法⼈（株式・合名・合資・有限会社）
3.医師会
4.看護協会
5.社団・財団法⼈（医師会・看護協会以外）
6.社会福祉法⼈
7.その他

開設主体の種類(いずれか1つを選択)

深夜訪問看護加算

精神科緊急訪問看護加算

夜間・早朝訪問看護加算

複数名訪問看護加算

24時間体制加算

指定⾃⽴⽀援医療機関の指定

加算算定の有無および指定 算定・指定の有無

⻑時間精神科訪問看護・指導加算

訪問看護に関わっている職員数（⾮常勤は常勤換算数を記⼊）

開設主体 種類

訪問看護基本療養費(医療保険)のうち、
主傷病名が認知症を除く精神疾患の利⽤者の有無

すべての訪問看護利⽤者数
(精神疾患、⾝体疾患、介護保険すべてを含む)

総利⽤者数（6⽉中の実⼈数）

　　　うち、介護保険での利⽤者数

主傷病名が認知症を除く精神疾患の
利⽤者の訪問看護の頻度

頻度ごとの⼈数(6⽉中の実⼈数)

訪問看護ステーション調査(印刷⽤）

精神科訪問看護基本療養費(医療保険)の算定 算定の有無

精神科訪問看護基本療養費(医療保険)の算定

訪問看護基本療養費(医療保険)のうち、
主傷病名が認知症を除く精神疾患の利⽤者 利⽤者の有無

所在地
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平成 29 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 
分担研究報告書 

 
「630 調査の迅速化に関する検討」 

 
分担研究者 西 大輔（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神保健計画研

究部・室長） 
研究協力者 山之内 芳雄（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神保健計

画研究部・部長） 
 

 
研究要旨：630調査はわが国の精神保健福祉のモニタリングにおいて貴重な資料となって

きたが、計画の進捗管理に課題があることを指摘されていた。その要因として、調査依頼

機関の回答期間延長や回答エラーの多さ、調査票の形式の不統一、回収や確認の経路が非

常に長いこと等が考えられたため、本研究では 630 調査の調査形式を最適化することで調

査プロセスを迅速化することを目的とした。集計表から個票への変更、調査票の紙媒体か

ら電子媒体への変更等を通して、調査フローおよび結果公表までの期間を大幅に短縮する

ことができた。また、調査形式の大幅な変更にもかかわらず、病院の回収率は全国平均

97.6％と高く、迅速化が達成できたと考えられた。 
 
Ａ．研究目的 

630 調査はわが国の精神保健福祉のモニ

タリングにおいて貴重な資料となってきた

が、入手可能な最新のデータが 3 年前であ

り、計画の進捗管理に課題があることを「こ

れからの精神保健福祉のあり方に関する検

討会」で指摘されていた。その要因として、

調査依頼機関の回答期間延長や回答エラー

の多さ、調査票の形式の不統一、回収や確

認の経路が非常に長いこと等があり、それ

らの改善が急務とされた。 

そこで、本研究では 630 調査の調査形式

を最適化することで調査フローならびに結

果公表までの期間を大幅に短縮することを

目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

これまでの 630 調査では、各医療機関が

在院患者について「入院形態×年齢階級×

在院期間」「疾患分類×年齢階級」「疾患

分類×入院形態」のような組み合わせでそ

れぞれ集計作業を行い、その集計結果を提

出することになっていた。しかし、何度も

集計作業を各医療機関で行うことから、回

答期間の延長や回答エラーが発生していた

可能性も考えられた。 

このため、平成 29 年度からは 6 月 30 日

午前 0 時時点の各在院患者について、病棟

入院料・年齢・性別・主診断・入院年月・

入院形態・隔離指示の有無・身体拘束指示

の有無・患者の住所地（病院の所在地と異

なる自治体の場合は自治体名を記載）につ

いて回答を依頼し、集計作業は委託会社が

一括して行うこととした。これによって、

集計エラーの問題の解消を図った。 

また、これまでの 630 調査では、紙媒体

の調査票と電子媒体の調査票が混在してお

り、調査票の返送も郵送やメールなど複数

の方法があり、確認に時間を要していた。

平成 29年度からは、基本的にすべての調査

票を電子媒体（エクセルファイル）に統一

し、専用ホームページから回答済みの調査

票をアップロードしていただくこととした。

これによって回収・確認作業を効率化させ

た。 

さらに、回答ミスや回答漏れを減らすた

め、いくつかの選択肢から回答を選ぶよう

な質問（たとえば性別など）に関してはプ

ルダウンから選択するような形式にした。 

回答期限については、これまでは悉皆調

査であることを重視し、期限を過ぎた後で

も回答を受理してきたが、今年度からは、6

月最終週に調査票を各都道府県・政令市に

配布し、9月 29日に回答期限を設定し、以

降の回答は原則受け付けないこととした。 

なお、電子媒体の調査票の設計、医療機

関や自治体からの調査票回収に用いたアッ

プロードサイトの作成・運用および結果の
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粗集計については日本アイ・ビー・エム株

式会社に委託した。 

（倫理面への配慮） 

調査様式の変更にあたっては｢人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針｣を念

頭に置いた。氏名・年齢は調査項目に含め

なかった。 
 

Ｃ．研究結果 

調査形式を大幅に変更し、約 3 か月間と

いう回答期限を設定したにもかかわらず、

病院に関しては全国平均 97.6％という高い

回収率を得た。集計結果に関しては「精神

科医療提供体制の機能強化を推進する政策

研究」における「平成２９年度精神保健福

祉資料」に掲載した。 

 

Ｄ．考察 

集計表から個票への変更、調査票の紙媒

体から電子媒体への変更等を通して 630 調

査の調査形式を抜本的に変更し、そのこと

で調査のフローおよび結果公表までの期間

を大幅に短縮することができた。また、高

い回収率を保つこともできた。 

そのため、自治体が 630 調査の結果を医

療計画等に活用する動きがあり、本研究の

行政的意義は高いと考えられる。 

 

Ｅ．結論 

調査形式の大幅な改善を行い、高い回収

率を保ちつつ調査フローおよび結果公表ま

での期間を大幅に短縮し、630 調査の迅速

化を達成した。 

 
Ｆ．研究発表 
1．論文発表 
1) 西大輔，臼杵理人，萱間真美，山之内

芳雄：630 調査と精神保健福祉資料．

日本精神病院協会誌 , 36(11):35-41, 
2017. 

 
2．学会発表 
 なし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

該当せず 
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平成 29 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 
分担研究報告書 

 
「630 調査結果の新しい精神保健福祉資料への活用に関する検討」 

 
分担研究者 山之内 芳雄（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神保健計

画研究部・部長） 
研究協力者 西 大輔（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神保健計画研

究部・室長） 
 

 
研究要旨：近年 ナショナルデータベース(NDB)等が活用されるようになってきたことか

ら、重要な指標については NDBのデータに基づきつつ、NDBでは把握できない指標について

630調査等の結果を適切に組み込み、精神保健医療福祉の現況を一元的に把握できる新しい

精神保健福祉資料を作成するため本研究を行った。630調査の結果の一部を参考指標として

組み込んだ「平成 29 年 630 調査速報版を用いた都道府県職員向け 精神疾患に係る医療計

画等策定の作業マニュアル」を、平成 29 年 12 月 4 日に厚生労働科学研究班「精神科医療

提供体制の機能強化を推進する政策研究」から公開し、自治体の地域医療計画や障害福祉

計画等の策定にこれまで以上に貢献できる新しい精神保健福祉資料の主要部分を完成し

た。 
 
Ａ．研究目的 

これまでの精神保健福祉資料は 630 調査

のアンケート結果のみに基づいていたため、

公表の遅延や、定義の不確実性等の課題を

抱えていた。しかし近年 ナショナルデータ

ベース(NDB)等が活用されるようになって

きたことから、新しい精神保健福祉資料は

重要な指標については NDB の実診療データ

に基づきつつ、NDB では把握できない指標

を 630 調査やその他の公的なデータソース

から組み込むことで、精神保健医療福祉の

現況を一元的に把握できるようにして、自

治体の地域医療計画や障害福祉計画等の策

定にこれまで以上に資することができるよ

うに改善することが予定されている。 

 本研究は、630 調査の結果を新しい精神

保健福祉資料に適切に組み込むことを目的

とした。 

 

Ｂ．研究方法 

医療計画において、精神疾患に関する指

標は、目的に応じて重点指標と参考指標に

区分されている。重点指標とは、各都道府

県が医療提供体制の現状を客観的に把握し、

体制構築の参考とする指標であり、医療圏

域において領域ごとの診療実績のある医療

機関数、地域包括ケアの進捗状況を評価す

るアウトカム指標（退院率、再入院率等）

などが該当する。一方で参考指標とは、必

要に応じて重点指標の理解を深めるために

参照する指標であり、各精神疾患領域の患

者数などが該当する。 
新しい精神保健福祉資料では、原則的に

ストラクチャ・プロセス指標については

NDB から抽出したデータに基づいて作成

しつつ、アウトカム指標の一部等について

630 調査の結果を活用し、双方を自治体・

医療機関等のユーザーに理解しやすく整合

性のとれた形で提供することを図った。 

（倫理面への配慮） 

新しい精神保健福祉資料の公開に関して

は｢人を対象とする医学系研究に関する倫

理指針｣を念頭に置いた。また、氏名・年齢

は一切聞いていない。 

 

Ｃ．研究結果 

630 調査の結果の一部を参考指標として

含めた「平成 29年 630調査速報版を用いた

都道府県職員向け 精神疾患に係る医療計

画等策定の作業マニュアル」を、平成 29年

12月 4日に厚生労働科学研究班「精神科医

療提供体制の機能強化を推進する政策研究」

から公開した。また、29年精神保健福祉資

料に上記により得られたデータを提供した。 

 

Ｄ．考察 
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精神保健医療福祉の現況を一元的に把握

できる新しい精神保健福祉資料を作ったこ

とで、自治体の地域医療計画や障害福祉計

画等の策定にこれまで以上に貢献できるよ

うになった。 

 

Ｅ．結論 
NDB では把握できない指標について 630

調査等の結果を適切に組み込み、精神保健

医療福祉の現況を一元的に把握できる新し

い精神保健福祉資料の主要部分を完成した。 

 
Ｆ．研究発表 
1．論文発表 
1) 西大輔，臼杵理人，萱間真美，山之内

芳雄：630 調査と精神保健福祉資料．

日本精神病院協会誌, 36(11):35-41, 
2017. 

2) 山之内芳雄：多様な精神疾患に対応し

た医療提供体制 指標も交えて. 日本精

神病院協会誌, 36(11):20-24, 2017. 

 
2．学会発表 

なし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

該当せず 
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平成 29 年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 
分担研究報告書 

 
「630 調査の調査項目の最適化に関する検討」 

 
分担研究者 立森 久照（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神保健計画

研究部・室長） 
研究協力者 山之内 芳雄（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神保健計

画研究部・部長） 
研究協力者 西 大輔（国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所精神保健計画研

究部・室長） 
 

研究要旨：近年 ナショナルデータベース(NDB)等が活用されるようになってきたことか

ら、NDB等で把握可能な指標については 630調査の項目から割愛し、NDB等で把握できない

指標で、かつ医療計画、障害福祉計画、介護保険事業計画に資するデータに関しては項目

を追加し、630 調査の調査項目を最適化することを目的として検討を行った。医療機関向け、

および自治体向けの調査票について 検討を行い、630 調査の調査項目を再選定したことで、

医療機関の機能や各自治体における精神保健医療福祉の現況についてより適切な把握が可

能となった。 
 
Ａ．研究目的 

近年 ナショナルデータベース(NDB)等が

活用されるようになってきたことから、630

調査から除外可能な項目があると考えられ

た。一方で、精神障害者の 地域生活を支え

る福祉需要の同定や、医療計画、障害福祉

計画、介護保険事業計画などの進捗管理の

ために、630 調査でなければ調べることの

できない精神医療独自の指標もあり、これ

らについてはむしろこれまで以上に詳細な

データ収集が必要とも考えられた。 

これらを踏まえ、630 調査の調査項目を

再選定することを本研究の目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

医療機関向け、および自治体向けの調査

票について、NDB 等で把握可能な指標につ

いては調査項目から割愛し、、NDB 等で把

握できない指標で、かつ医療計画、障害福

祉計画、介護保険事業計画に資するデータ

に関しては項目を追加することとした。 

（倫理面への配慮） 

調査項目を再選定にあたっては｢人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針｣を

念頭に置いた。 

 

Ｃ．研究結果 

医療機関向けの調査からは、6月 30 日の

入院患者の年代（4 区分）・性別・診断・

入院期間（6 区分）・入院形態・行動制限

有無、1 年前の入院者の退院状況、月間退

院者の転機、病院の訪問看護部門の診断・

年齢階級、デイケアの診断・年齢階級・居

住地・診療所の外来患者数について割愛し

た。 

一方で、同一法人・関連法人等での医療

機関・訪問看護ステーション・介護保険事

業所・障害福祉事業所の設置の有無（設置

している場合は医療機関や事業所のコード

を記載）、認知行動療法等の診療報酬で算

定されるような事項の研修を受けた医師・

看護師の有無（有の場合は職員数）、入院

患者の住所地等については新たに調査項目

に追加した。 
自治体向けの調査は内容を大幅に拡充し、

精神科救急圏域数や精神医療圏の圏域数、

精神科・心療内科を標榜する病院・診療所

数などに加えて、医療保護入院・措置入院・

緊急措置入院・応急入院の入院届に関して、

患者の入院形態・年齢・性別・主診断・入

院年月日（要措置診断年月日）・前回入院

時の入院形態・前回入院時の退院年月日・

前回までの入院回数・届出年月日を調査項

目として追加した。また医療保護入院・措

置入院の退院届・消褪届に関しても、入院

形態・年齢・性別・主診断・入院年月日・

医療保護入院退院年月日（措置入院消褪届

の届出提出年月日）・退院届／消褪届受理
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日・措置入院退院日・退院後処遇を調査項

目に追加した。 

 

Ｄ．考察 

調査項目の再選定により、医療機関の機

能や各自治体における精神保健医療福祉の

現況についてより適切な把握が可能となっ

た。 

なお、退院者の転帰に関しては今年度の

調査項目からは除外したが、都道府県が地

域基盤整備量を見積もるために必要である

ことから、来年度の課題となる。 

また、精神科外来診療の機能に関しては、

今年度の調査で病院と比較して診療所に回

答を求める項目数が少なく、それが診療所

の回答率低下につながった可能性を指摘さ

れていることから、地域包括ケアシステム

に対応していくために診療所に求められる

機能を表す客観指標にどのようなものがあ

るかを現在検討中であり、検討の結果を来

年度の調査項目に反映させる予定である。 

さらに精神医療審査会の機能に関しても、

今年度は別の厚生労働科学研究で調査され

ていたが、より速やかで詳細な実態把握を

行うため、来年度から 630 調査への統合を

予定している。精神障害者の権利擁護の観

点から、これまでの調査内容の検討を現在

行っており、その検討結果を来年度の調査

項目に反映させる予定である。 

 

Ｅ．結論 
630 調査の調査項目の最適化を目指した

再選定により、医療機関の機能や各自治体

における精神保健医療福祉の現況について

より適切な把握が可能となった。 

 
Ｆ．研究発表 
1．論文発表 

なし 
 
2．学会発表 

なし 
 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
該当せず 
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平成２９年度 厚生労働科学研究費補助金 

（障害者政策総合研究事業（精神障害分野）） 

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムのモニタリングに関する政策研究」 

 

「訪問看護に関する調査」 分担研究報告書 
 

       研究分担者 萱間 真美 （聖路加国際大学大学院） 

  

研究要旨 

研究目的：精神科訪問看護は、精神障害者の地域生活を支える上で大きな役割を担っており、精

神科訪問看護の実態を把握することは、精神疾患に関する医療計画、障害福祉計画等の策定やそ

のモニタリングにおいても重要と考えられる。本研究では、精神科訪問看護の実施が可能な訪問

看護ステーションの実態を明らかにするための方法論を検討し、調査を実施することを目的とし

た。 

方法：精神科訪問看護を実施している訪問看護ステーションの実態を把握するための悉皆調査の

方法と内容について、先行研究を踏まえて検討し、630 調査と統合して都道府県に調査を依頼・

実施した。また、630調査における医療機関からの訪問看護についても調査項目を検討した。 

医療計画・障害福祉計画等に活用できるよう集計項目を検討し、また各施設からの問い合わせ

内容を分析して、次年度の調査項目等の再検討を行った。 

結果：訪問看護ステーション調査は、他の 630調査と同様の電子媒体の他、紙媒体での回答も可

能となるよう工夫した。平成 29 年 6 月に都道府県に依頼し、都道府県を通じて回収した結果、

計 6,943 件の回答が得られた（回収率 77.0％） 

調査項目は、全利用者数、保険種別による利用者数、精神科訪問看護基本療養費の算定の有無

とその実人数、訪問看護基本療養費（医療保険）のうち主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用

者の有無とその実人数をたずねる項目とした。精神疾患をもつ利用者がいる場合には、訪問頻度

別の人数内訳、加算算定の有無、訪問看護に関わっている職員数、設立主体等についても項目を

設けた。医療機関における訪問看護部門への調査に関しても、訪問看護ステーションと同様の調

査項目を作成し、それぞれ回答のためのマニュアル、用語の解説を作成した。調査期間中には約

60 件の問い合わせがあり、その内容を集積・分析した。集計項目は、医療計画等の指標に活用

できるよう、また利用者・家族が必要な情報を得られるよう整理した。 

考察：訪問看護ステーションの悉皆調査では、調査方法を工夫し、630 調査の一環として実施す

ることで、77.0%の回収率が得られた。今年度の精神疾患をもつ人への訪問看護実施率等の結果

については、これまでの調査との方法論の違いを考慮し、精神科訪問看護の実施に関連する要因

も含めて検討していくことが必要だと考える。また、NDB 等から得られる訪問看護の利用者数

や訪問回数などのデータと合わせて多面的にフォローしていくことが必要と考えられる。今後、

本調査で把握できた精神科訪問看護の実態を公表することにより、各都道府県の医療計画等の策

定や、訪問看護利用者・家族への情報提供に繋がることが期待される。 
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Ａ．研究目的 
精神科訪問看護は、精神障害者の地域生活

を支える上で大きな役割を担っており、精神

科訪問看護の実態を把握することは、精神疾

患をもつ方の地域における包括的なケアシス

テムの構築においても重要である。また、精

神疾患に関する医療計画、障害福祉計画等の

策定やモニタリングにおける指標を示すとい

う点でも重要である。 

訪問看護ステーションにおける精神科訪問

看護の実施状況に関しては、これまで全国訪

問看護事業協会の会員施設を対象に平成 19

年～平成 28 年に毎年悉皆調査を行っており、

精神科訪問看護を実施する施設数が制度の変

更等に伴い年々増加していることが示されて

きた 1)～6)。平成 28年度調査 6)では、訪問看護

ステーション(n=2024)のうち、58.3％が精神

疾患をもつ人への訪問看護を行っていると回

答した。 

一方、毎年 6月 30日付で全国の精神科病院、

精神科診療所、精神保健医療福祉行政の現況

を調査する 630 調査は、我が国の精神保健福

祉資料として活用されてきた。平成 29年度か

らは、迅速かつ効率的なデータを提供できる

よう 630 調査の大幅な改訂が行われ、ナショ

ナルデータベース（NDB）と組み合わせて、よ

り迅速で効率的なデータの収集と提供が試み

られている。 

そこで本研究では、630 調査と連携して、

精神科訪問看護の実施が可能な訪問看護ステ

ーションの数とその実態を明らかにするため、

先行研究を踏まえて調査方法・調査項目を検

討し、調査を実施することを目的とした。  

本研究で得られたデータにより、精神科訪

問看護を実施している訪問看護ステーション

の実態が明らかになり、地域医療計画等に活

用されること、また利用者や家族、医療関係

者が精神科訪問看護を実施している訪問看護

ステーションにアクセスしやすくなることが

期待される。 
 
 
 

Ｂ．研究方法 

１．研究デザイン 

量的調査研究 

２．調査方法および内容 

1)調査方法の検討 

 訪問看護ステーションがどのような調査

形態であれば回答しやすいかを考慮し、調

査媒体、調査依頼・回収の方法、調査期間、

調査に関する質問への対応等について検討

した。 

 

2)調査票・マニュアルの作成 

 調査内容は、訪問看護ステーションにお

ける精神科訪問看護の状況が分かるよう、

またこれまでの悉皆調査との比較検討がで

きるよう項目を整理した。 

  

 さらに、各質問項目について、用語の解

説と回答マニュアルを作成し、630 調査と

統一したスタイルで作成した。 

 

3)調査の実施と問い合わせ 

 調査は、630 調査の一環として、平成 29

年 6 月に各都道府県に依頼し、各都道府県

から訪問看護ステーションに依頼してもら

った。回収は都道府県宛にエクセルファイ

ルまたは紙媒体で提出してもらった。 

 630 調査の問い合わせ窓口に集約された

問い合わせのうち、訪問看護ステーション
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調査および医療機関の訪問看護部門に関す

るものについては、数日中に回答し、その

内容を記録した。 

 

4)集計項目の検討 

 地域医療計画等に活用できる集計項目を検

討し、都道府県および二次医療圏ごとの集

計項目を整理した。加えて、精神科訪問看

護を実施している訪問看護ステーションの

リストを二次医療圏ごとに作成するよう項

目を整理した。 

 

5)調査票の再検討 

調査期間中にあった問い合わせ内容を集

計し、診療報酬制度の改定に伴う項目の変

更も反映しながら、調査項目の再検討を行

なった。また、精神科訪問看護の実施に関連

する要因についても把握できるよう項目を再

整理した。 
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Ｃ．研究結果 
1)調査方法の検討 

医療機関、都道府県を対象とした 630 調

査では、これまでも電子媒体での調査票が

用いられてきたが、特に小規模の訪問看護

ステーションでは、電子媒体で回答する環

境が得られない場合なども想定された。先

行研究の悉皆調査でも FAX 調査が用いられ

てきたことを踏まえ、訪問看護ステーショ

ン調査は電子媒体（エクセルファイル）と、

印刷して手書きで書き込むことのできる紙

媒体の二種類を用意し、回答しやすい方法

で回答できるよう工夫した。記入した調査

票は、FAX または郵送で都道府県宛に返送

してもらい、都道府県が専用サイトにデー

タをアップロードした（図１）。紙媒体での

調査票は 2,771 件（39.9％）で、データは

研究班が入力を行った。 

調査は、630 調査と同じ 6 月に依頼し、

回収は９月末とした。平成 29 年 10 月時点

で、計 6,943 件の回答が得られ、回収率は

77.0％であった。全国の訪問看護ステーショ

ン数については、全国訪問看護事業協会調

査 7）を参照して、回収率を算出した。都道府

県ごとの回収率は 37.7％～100％であった。 

医療機関の訪問看護部門に関しては、医療

機関むけの 630 調査票に訪問看護部門のシー

トを追加して調査した。 

 

2)調査票・マニュアルの作成 

 調査項目は、これまでの悉皆調査との比

較ができるよう、また精神科訪問看護の実

態が把握できるよう項目を選定した。項目

の一覧を表 1に示す。 

 精神疾患をもつ利用者への訪問看護は、

「精神科訪問看護基本療養費（医療保険）
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」あるいは「訪問看護基本療養費（医療保

険）：主傷病名に精神疾患が記入されている

」として算定される場合があり、その双方

を把握する項目とした。いずれか一方でも

算定があれば、精神疾患をもつ利用者への

訪問看護を行なっているとした。 

 精神疾患をもつ利用者への訪問看護を行

なっている場合には、精神疾患の利用者の

訪問頻度別の実人数、加算や指定の有無、

訪問看護に関わっている職員数、開設主体

についても回答してもらうようにした。 

 調査票の記入・提出方法についての説明、

また用いられている用語の説明について、

それぞれ文書を作成した。 

 

表 1 ステーション調査の調査項目 

調査項目 

すべての訪問看護利用者数 

  うち、医療保険での利用者数 

  うち、介護保険での利用者数 

精神科訪問看護基本療養費の算定の有無、実人数 

訪問看護基本療養費のうち、主傷病名が認知症を

除く精神疾患の利用者の有無、実人数 

主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者の訪

問頻度別の人数（月 1 回未満、月 1～3 回、週

1回、週 2回、週 3～5回、週 6回以上） 

長時間精神科訪問看護・指導加算の算定の有無 

深夜訪問看護加算の算定の有無 

精神科緊急訪問看護加算の算定の有無 

夜間・早朝訪問看護加算の算定の有無 

複数名訪問看護加算の算定の有無 

24時間体制加算の算定の有無 

精神科複数回訪問加算（精神科重症患者早期集中

支援管理料 対象）の算定の有無 

指定自立支援医療機関の指定の有無 

訪問看護に関わっている職員数 

 看護師（常勤・非常勤） 

 精神保健福祉士（常勤・非常勤） 

 作業療法士（常勤・非常勤） 

 その他（常勤・非常勤） 

開設主体 

 医療機関の訪問看護部門に関する調査票

も、データの比較等ができるよう訪問看護

ステーション調査と項目を揃えて作成した

。ステーション同様に、記入方法の説明、

用語の説明について文書を作成した。調査

項目一覧を表 2に示す。 

 

表 2 医療機関の訪問看護調査の調査項目  

調査項目 

すべての訪問看護利用者数 

  うち、医療保険での利用者数 

  うち、介護保険での利用者数 

精神科訪問看護・指導料の算定の有無、実人数 

主傷病名が認知症を除く精神疾患の利用者の訪

問頻度別の人数（月 1 回未満、月 1～3 回、週

1回、週 2回、週 3～5回、週 6回以上） 

長時間精神科訪問看護・指導加算の算定の有無 

深夜訪問看護加算の算定の有無 

精神科緊急訪問看護加算の算定の有無 

夜間・早朝訪問看護加算の算定の有無 

複数名訪問看護加算の算定の有無 

精神科退院前訪問指導料 

精神科重症患者早期集中支援管理料 

指定自立支援医療機関の指定の有無 

訪問看護に関わっている職員数 

 看護師（常勤・非常勤） 

 精神保健福祉士（常勤・非常勤） 

 作業療法士（常勤・非常勤） 

 その他（常勤・非常勤） 

 

 

3)調査の実施と問い合わせ 

 訪問看護ステーション調査および医療機

関の訪問看護部門調査は、630 調査の一環

として平成 29年 6月に各都道府県に依頼し

た。専用問い合わせメールに寄せられた問

い合わせのうち、約 60件が訪問看護に関す

るものであった。 

主な問い合わせ内容は、「調査対象となる

かどうか」「訪問看護にかかわる職員数の算
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出に関するもの（独立した部門がない場合

、准看護師や理学療法士の分類など）」「訪

問看護利用者数の算出に関するもの（介護

保険と医療保険の両方で算定している場合

等）」「主傷病名が認知症を除く精神疾患の

利用者の定義に関するもの（状態像を含む

か、精神発達遅滞等を含むか、等）」「加算

算定の判断（届出か実際の算定か）」などで

あった。問い合わせには数日中に回答する

と共に、問い合わせ内容を整理し、今後の

調査票や用語解説の検討に繋げた。 

 

 

4)集計項目の検討と集計 

 医療計画等の策定にあたっては、各都道

府県および二次医療圏に、精神疾患をもつ

利用者に訪問看護を提供できる施設がどの

程度あるか、また現在どの程度の利用者が

いるかを公表することが重要と考えた。 

そこでまず、都道府県ごとに各質問項目

の集計値ならびに「精神疾患をもつ利用者

に対する訪問看護を実施している事業所数

とその利用者人数」を算出した。 

また、二次医療圏ごとには、医療機関と

訪問看護ステーションの集計値を統合し、

精神科訪問看護または精神疾患をもつ利用

者への訪問看護を行なっている施設数とそ

の実人数を示すこととした。 

今年度はデータクリーニングと集計作業

を行っており、集計値の公開は平成 30年度

に行う予定である。 

また訪問看護ステーションについては、

精神科訪問看護基本療養費を算定している

事業所の名称、所在地等をリストにして公

開する予定である。 

5)調査票の再検討 

次年度の訪問看護調査の内容について、

問い合わせの多かった内容を見直して、設

問および用語の再定義を行なった。具体的

には、「医療機関において独立した訪問看護

部門がなく、病棟や外来に所属するスタッ

フが通常の訪問看護を実施している場合に

ついても把握する」「退院前訪問看護と定期

的な訪問看護を区別して把握できるように

する」「加算算定は届出の有無ではなく、当

該期間に算定したかどうかを把握できるよ

うにする」「精神疾患の定義を明確に示す」

「職種の定義を明確にし、常勤換算の方法

を明記する」などである。 

加えて、精神科訪問看護の実施に関連す

る要因を検討できるよう、精神科訪問看護

を未実施の施設についても、職員数や加算

算定状況を把握する方針とした。 

 平成 30年度には診療報酬改定があり、訪

問看護および精神科医療に関するいくつか

の制度変更があるため、質問項目もそれに

対応した内容に変更をしている。 

 
Ｄ．考察 
１．調査方法による回収率増加 
 訪問看護ステーション調査は都道府県が

集約し回答する方法を採用したことで、こ

れまでの調査に比べ大幅に回収率が上昇し

た（回収率 28 年 47.0％, 27 年 42.1%）。訪

問看護事業所は都道府県に設置届出をし、

都道府県が全事業所について把握している

ことが、回収率の高さにつながったと考え

られる。しかしながら都道府県による回収

率の差が大きかったことから、都道府県ご

との取り組み状況について分析する必要が

ある。今年度の精神疾患をもつ人への訪問

看護実施率等の結果については、これまで
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の調査との方法論の違いを考慮し、精神科

訪問看護の実施に関連する要因も含めて検

討していくことが必要だと考える。また、

NDB 等から得られる訪問看護の利用者数

や訪問回数などのデータと合わせて多面的

にフォローしていくことが必要と考えられ

る。 
 
2．結果活用の可能性 
 精神科訪問看護実施施設と実施状況の公

表は、都道府県の地域医療計画策定に活用

でき、医療圏ごとの精神科訪問看護の実施

状況、準備状況を経年的にモニタリングで

きると考えられる。加えて、訪問看護利用

を考える本人・家族に自宅周辺の事業所情

報を提供し、医療機関と事業所との連携が

促進することで、退院支援にも寄与できる

と考えられる。 
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図１ 訪問看護ステーション調査の流れ 

630調査 調査票の入力・提出について（訪問看護ステーション用）より引用 
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